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毎
年
12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で
は

「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週

間
」
で
す
。

　

拉
致
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
北
朝

鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
は
、

国
際
社
会
を
挙
げ
て
取
り
組
む
べ
き

課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

解
決
の
た
め
に
は
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
関
心
と
認
識
を
深
め
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

政
府
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
、

拉
致
問
題
の
解
決
に
取
り
組
み
、
全

て
の
拉
致
被
害
者
の
一
刻
も
早
い
帰

国
に
向
け
て
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

内
閣
府
拉
致
問
題
対
策
本
部
事
務

局

　

☎
０
３
（
５
２
３
５
）
２
１
１
１

　

県
税
事
務
所
で
は
、
車
検
用
納
税

証
明
書
の
他
に
、
次
の
２
種
類
の
証

明
書
が
発
行
で
き
ま
す
。

①
税
目
別
、
年
度
ご
と
の
納
税
状
況

の
証
明
書

②
す
べ
て
の
県
税
に
つ
い
て
の
未
納

の
な
い
こ
と
の
証
明
書

※
申
請
前
に
、
ど
ち
ら
が
必
要
か
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
の
印
鑑

 

（
法
人
は
代
表
者
の
登
録
印
）

・
証
明
手
数
料
（
現
金
）

 

（
１
件
に
つ
き
４
０
０
円
）

※
代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。

※
直
近
（
約
２
週
間
程
度
）
に
県
税

を
納
め
た
場
合
は
、
そ
の
領
収
書

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　

☎
（87）
１
１
２
０

　

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
：
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
は
、

地
方
税
の
手
続
き
を
電
子
的
に
行
う

シ
ス
テ
ム
で
す
。
地
方
税
の
申
告
を

窓
口
に
出
向
く
こ
と
な
く
、
自
宅
や

オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所
等
の
パ

ソ
コ
ン
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
主
な
対
象
税
目

・
法
人
市
町
村
民
税

・
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

・
個
人
住
民
税
（
給
与
支
払
報
告
書

や
特
別
徴
収
関
連
手
続
）

○
利
用
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
前
０
時

　
（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
12

月
29
日
か
ら
１
月
３
日
を
除
く
）

※
詳
し
い
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w

w
.eltax.jp/

○
お
問
い
合
わ
せ

　

一
般
社
団
法
人

　

地
方
税
電
子
化
協
議
会

　

☎
０
５
７
０
‐
０
８
１
４
５
９

※
受
付
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
５

時
（
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
を
除

く
）

　

不
動
産
の
相
続
登
記
を
せ
ず
に
放

置
し
て
お
く
と
、
権
利
関
係
が
複
雑

と
な
り
、
後
に
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が

起
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
次
世
代
の
子
ど
も

た
ち
に
相
続
登
記
を
し
ま
せ
ん
か
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
茨
城
司
法
書
士
会

　

☎
０
２
９
（
２
２
５
）
０
１
１
１

・
茨
城
土
地
家
屋
調
査
士
会

　

☎
０
２
９
（
２
５
９
）
７
４
０
０

・
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　

☎
０
２
９
６

（43）
３
９
３
５

プ
ー
ル
教
室

◆
大
人
の
水
泳
教
室

○
開
催
日
時　
平
成
29
年
１
月
12
日

～
３
月
16
日
の
毎
週
木
曜
日

　

午
後
６
時
15
分
～
７
時
15
分

○
対
象
者　
高
校
生
以
上

○
定
員　
30
名

○
受
付
開
始
日
時

　

12
月
18
日
㈰　

午
前
９
時
か
ら

◆
小
学
生
水
泳
教
室

○
開
催
日
時　
平
成
29
年
１
月
７
日

～
３
月
18
日
の
毎
週
土
曜
日

　

午
前
10
時
～
11
時

○
対
象
者　
小
学
生

○
定
員　
30
名

○
受
付
開
始
日
時

　

12
月
18
日
㈰　

午
前
10
時
か
ら

◆
幼
児
水
泳
教
室

○
開
催
日
時　
平
成
29
年
１
月
７
日

～
２
月
４
日
、
２
月
18
日
～
３
月

18
日
の
毎
週
土
曜
日

　

午
前
11
時
～
12
時

○
対
象
者　
講
座
開
始
日
に
４
歳
か

ら
６
歳
（
未
就
学
児
）

○
定
員　
各
10
名

○
受
付
開
始
日
時

　

12
月
18
日
㈰　

午
前
11
時
か
ら

◆
ア
ク
ア
ダ
ン
ス

○
開
催
日
時　
平
成
29
年
１
月
12
日

～
３
月
16
日
の
毎
週
木
曜
日

　

午
後
３
時
～
４
時

○
対
象
者　
高
校
生
以
上

○
定
員　
25
名

○
受
付
開
始
日
時

　

開
催
日
毎
に
受
付

【
そ
の
他
】

・
受
講
料
は
無
料
で
す
が
、
プ
ー

ル
入
場
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
大
人
２
０
０
円
、小
人
１
０
０
円
）

・
小
学
生
、幼
児
の
教
室
は
保
護
者
の

方
に
受
付
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

研
修
室
講
座
（
管
内
の
在
住
・
在
勤

に
限
り
ま
す
）

◆
ピ
ラ
テ
ィ
ス

○
開
催
日
時　
平
成
29
年
１
月
７
日

～
３
月
18
日
の
毎
週
土
曜
日

　

午
前
10
時
～
11
時

○
対
象
者　
高
校
生
以
上

○
定
員　
25
名

○
受
付
開
始
日
時

　

12
月
18
日
㈰　

午
後
１
時
か
ら

◆
Ｚ
ｕ
ｍ
ｂ
ａ
ズ
ン
バ

○
開
催
日
時　
平
成
29
年
１
月
17
日

～
３
月
28
日
の
毎
週
火
曜
日

　

午
後
６
時
45
分
～
７
時
45
分

○
対
象
者　
高
校
生
以
上

○
定
員　
30
名

○
受
付
開
始
日
時

　

12
月
18
日
㈰　

午
後
２
時
か
ら

【
プ
ー
ル
教
室
、
研
修
室
講
座
の
注

意
事
項
】

・
お
申
し
込
み
は
、
猿
島
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
施
設
窓
口
と
な
り

ま
す
。（
電
話
で
の
受
付
不
可
）

・
休
館
日
、
祝
日
の
講
座
は
お
休
み

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
受
付
開
始
時
に
募
集
人
員
を
超

え
た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

（
超
え
な
い
場
合
は
抽
選
を
行
い
ま

せ
ん
。）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

猿
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　

☎
（87）
７
２
２
３

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓

発
週
間

地
方
税
の
申
告
は
ｅ
Ｌ
Ｔ

Ａ
Ｘ
が
便
利
で
す

県
税
納
税
証
明
書
が
発
行

で
き
ま
す

相
続
登
記
は
お
済
で
し
ょ

う
か
？

猿
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
各
種
講
座
の
ご
案
内


